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業務の適正を確保するための体制
業務の適正を確保するために当社が定めた体制及び当該体制の運用状況は以下のとおりです。

(1)コンプライアンス体制（会社法第362条第４項第６号、会社法施行規則第100条第１項第４号）
【体制の概要】
・当社の経営理念・倫理基準を「フマキラーグループ行動規範」、「フマキラーグループ行動規範ガイド
ブック」に定め、新入社員研修、中途社員研修等の場においてコンプライアンスの周知を徹底しており
ます。

・当社取締役会は「取締役会規程」に則り、代表取締役、業務執行取締役から業務の執行状況について報
告を受け、経営上の重要事項を審議のうえ意思決定をしております。

・取締役及び監査役の指名、報酬等に係る取締役会の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的と
して、取締役会の下にその諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。

・全社的なコンプライアンス活動全般の最高責任者としてCCO（チーフ・コンプライアンス・オフィサ
ー）を選任し、CCOはコンプライアンス体制の強化・構築維持に努めております。

・内部監査部門として「監査部」があり、当社及び当社子会社のコンプライアンス遵守状況について監査
しております。

・当社は、取締役及び従業員がフマキラーグループにおいて企業活動上の不適切な行為を発見した場合、
社内外に設けられた通報窓口を通じて直接報告できる体制を整備しております。また当社は内部通報者
に対する不利益な取扱いを禁止しております。

【運用状況の概要】
・「フマキラーグループ行動規範」、「フマキラーグループ行動規範ガイドブック」を用いたコンプライ
アンス研修を実施したほか、職場単位のコンプライアンス研修も実施いたしました。

・当期は取締役会を15回開催し、主要部門を管轄する取締役から業務執行に関する報告を受けるととも
に、経営に関する基本方針や重要案件、業績の状況、法令への対応等の重要事項を審議・決定いたしま
した。

・当期は指名・報酬諮問委員会を１回開催いたしました。
・監査部は、各部門や各子会社のコンプライアンス遵守状況のほか、業務の有効性や効率性等を監査し、
当該監査結果を代表取締役及び監査役に報告いたしました。

・内部通報窓口は、必要に応じて、適宜、相談または通報を受け付けており、当期発生した内部通報の概
要については、取締役会へ年次報告しております。

・コンプライアンス事務局は、毎月、社内のポータルサイトを通じて、コンプライアンスに関する最新ニュ
ースや記事を掲載しており、コンプライアンスに関する意識の醸成を図っています。
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(2)リスクマネジメント体制(会社法施行規則第100条第１項第２号)
【体制の概要】
・当社は「全社リスク管理基本方針」に則り、経営リスクを管理しております。また当社及び各子会社の
経営に重要な影響を及ぼす恐れのある危機が発生した場合は、「危機管理基本規程」に従い、危機管理
対策本部を始動する体制を整備しております。

・取締役会付議に至らない案件であっても、重要な案件については原則月１回開催する経営会議において
慎重に審議しております。また、経営会議には社外取締役及び監査役も適宜出席し、意見を述べており
ます。

【運用状況の概要】
・コンプライアンス、環境、安全、災害、情報セキュリティその他事業運営上生じうる各種リスクについ
て、各担当部門においてリスクを継続的に管理しております。尚、当期、重要な影響を及ぼす恐れのあ
る危機は発生しておりません。

・当期は経営会議を16回開催いたしました。

(3)効率的な職務執行体制（会社法施行規則第100条第１項第３号）
【体制の概要】
・「会社組織規程」及び「職務分掌細則」に基づき、取締役会は各部門・部署に権限委譲を行い、速やか
な意思決定と実行が可能となる体制を構築しております。

【運用状況の概要】
・代表取締役及び他の取締役は、関連規程に基づき分担して職務を執行しております。また、業務執行取
締役及び執行役員が連携することにより取締役会の経営監督機能と全社戦略策定機能が適切に機能して
おります。

(4)グループ管理体制（会社法施行規則第100条第１項第５号）
【体制の概要】
・「親子会社の関係を定める規程／子会社管理規程」に則り、月次の業績や財務状況その他重要な情報に
ついて当社の事前承認を得ること、または当社に対して報告を行うことを各子会社に求めております。

・監査部は、当社及び各子会社の内部統制監査において、財務報告に係る内部統制の有効かつ効率的な整
備・運用評価を実施しております。

・当社は、内部通報制度を通じて国内・海外子会社からも相談・通報を受ける体制を整備しております。
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【運用状況の概要】
・当社取締役会、経営会議では、各子会社から重要な情報について報告を受け、また事前承認を行いまし
た。

・監査部はコンプライアンスのほか、業務の有効性や効率性等につき各部門及び子会社を監査し、当該監
査結果を代表取締役及び監査役に報告いたしました。

・当社のみならず国内・海外子会社の役員・使用人等から通報または相談を受け付ける内部通報窓口を、
監査部、監査役室及び外部弁護士事務所に設置し、その制度および運用について、国内・海外子会社に
対しても継続的な研修・周知を実施いたしました。

(5)情報の保存及び管理体制（会社法施行規則第100条第１項第１号）
【体制の概要】
・「取締役会規程」、「文書管理規程」に則り、取締役の職務執行に関する文書、電磁的記録等の各種情
報は、適法・適切に保存・管理し、取締役及び監査役は当該情報を常時閲覧できる体制を整備しており
ます。

【運用状況の概要】
・取締役及び監査役は必要に応じ、取締役会議事録等の記録を閲覧し、またその写しを入手しておりま
す。

(6)監査役監査体制（会社法施行規則第100条第３項）
【体制の概要】
・監査役は「監査役会規程」に則り、監査に関する重要な事項について報告、協議を行い決議しておりま
す。

・監査役は、当社取締役会のほか経営会議や海外戦略会議等の重要な会議に出席し、取締役の業務執行状
況を確認しております。

・監査役は、会計監査人から事業年度の監査結果に係る定期報告を受けております。
・監査役の職務を補助すべき使用人に関する部署として監査部を設置し、同部は監査役の指示に基づく業
務遂行の際、取締役等の指揮命令を受けない体制を整備しております。

・当社は、監査役会に報告をした者に対する不利益な取り扱いの禁止を「監査役会規程」に定め、各子会
社にも同様の取り扱いを求めております。

・当社は、監査役がその職務執行について費用の請求をした際には、その職務執行に当該請求が必要でな
いと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理することとしております。
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【運用状況の概要】
・当期は監査役会を６回開催し、監査に関する重要な事項について協議を行い決議いたしました。
・監査役はすべての取締役会及び経営会議、海外戦略会議等の重要な会議に出席し、当社及び子会社の業
務の執行状況、営業成績、財産の状況等の報告を聴取するとともに、決裁後の稟議書等重要な文書を確
認いたしました。

・監査役は、会計監査人から法令に基づく事業年度の監査結果について定期報告を受けました。
・内部監査部門の監査部は、「内部監査規程」に則り、監査役から指揮命令のあった監査業務について監
査役に監査結果を報告しております。

・監査役会への報告者に対する不利益な取り扱いの禁止を「監査役会規程」に定め、社内ポータルサイト
にて周知しております。

・監査役の監査や監査役会の運営に必要な費用は予算化され、適切に処理されております。
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（2025年 4 月 1 日から
2026年 3 月31日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計
当 期 首 残 高 3,698 4,659 11,558 △9 19,906
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △362 △362
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 1,206 1,206
自 己 株 式 の 取 得 △0 △0
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 － － 844 △0 843
当 期 末 残 高 3,698 4,659 12,402 △10 20,749

（単位：百万円）
そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

非支配株主持分 純 資 産 合 計その他有価証
券評価差額金

為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係る
調 整 累 計 額

その他の包括利
益 累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 2,065 3,208 75 5,349 2,467 27,723
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △362
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 1,206
自 己 株 式 の 取 得 △0
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) 634 117 △34 717 43 761

連結会計年度中の変動額合計 634 117 △34 717 43 1,604
当 期 末 残 高 2,700 3,325 40 6,067 2,510 29,327

連結株主資本等変動計算書

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 注 記 表

【連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記】
１. 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 24社
主要な連結子会社の名称 日広産業株式会社､ フマキラー・トータルシステム株式会社､ 大下製薬株式会社､ 

FSブ ル ー ム 株 式 会 社 、 PT. FUMAKILLA INDONESIA、FUMAKILLA 
INDIA PRIVATE LIMITED、FUMAKILLA AMERICA, S.A. DE C.V、
Fumakilla Asia Sdn. Bhd. 、Fumakilla Malaysia Berhad. 、Fumakilla 
Vietnam Pte., Ltd. 、Fumakilla (Thailand) Ltd. 、PT. FUMAKILLA 
NOMOS、FUMAKILLA MYANMAR LTD.、ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE 
S.P.A.、TREZETA IMMOBILIARE S.R.L.、FUMAKILLA EUROPE S.R.L.

非連結子会社の数 ３社
非連結子会社の名称 FUMAKILLA QUIMICA BRASIL LTDA.他２社

（連結の範囲から除いた理由）
FUMAKILLA QUIMICA BRASIL LTDA.他２社は、総資産、売上高、当期純
損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）は僅少で、連結計算
書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性が乏しいため、連結の
範囲から除いております。

２. 持分法の適用に関する事項
持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の名称等
（非連結子会社）FUMAKILLA QUIMICA BRASIL LTDA.他２社
（関連会社）大下産業株式会社、PT. OSIMO INDONESIA、他３社
上記持分法を適用していない非連結子会社または関連会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため持分法の適用から除
外しています。

３. 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の事業年度は、12月31日を決算日としている海外子会社（PT. FUMAKILLA INDONESIA 他

17社）を除き、親会社と同じであります。連結計算書類の作成に当たっては、12月31日を決算日としている
子会社においては、同日現在の計算書類を使用し連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必
要な調整を行っております。
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市場価格のない株式等
以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

４. 会計方針に関する事項
⑴ 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券
その他有価証券

② 棚卸資産
貯蔵品を除く棚卸資産 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）
貯蔵品 最終仕入原価法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法により算定）
⑵ 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）
主として定率法によっております。ただし1998年４月１日以降取得の建物
（建物附属設備を除く）及び2016年４月１日以降取得の建物附属設備及び
構築物については、定額法によっております。
また、在外連結子会社は、主として定額法を採用しています。
なお、主な耐用年数は、建物及び構築物が３年～50年、機械装置及び運搬具
は２年～11年であります。

② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま
す。
商標権　７～20年

③ リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産について、リース
期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

⑶ 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については、貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検
討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
③ 役員退職慰労引当金 役員の退職金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。
④ 投資損失引当金 子会社株式等への投資に係る損失に備えて、財政状態及び将来の回復可能性

等を勘案して必要と認められる額を計上しています。
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⑤　執行役員退職慰労引当金　執行役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計
上しております。

⑷ 重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当

該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
① 商品及び製品の販売
　当社及び連結子会社においては、主に殺虫剤、家庭用品、園芸用品の製造及び販売を行っております。こ
れらの商品及び製品の販売については、顧客に商品及び製品を引き渡した時点で収益を認識しております。
（国内販売）
　「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品の出荷時から製
品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であることから、出荷した時点で収益を認識してお
ります。
　防疫剤取引のうち商品の販売については、当社が代理人に該当すると判断し、他の当事者が提供する商品
と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。
　また、その他取引のうち当社が受託生産を行った製品を生産委託元への販売については、当社が委託先か
ら商品仕入を行った際に、商品と交換に受け取る額から委託先に支払う額を控除した純額を収益として認識
しております。
（海外販売）
　製品が検収された時又は顧客に製品が到着した時点で収益を認識しております。
（輸出取引）
　主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づき、リスク負担が顧客に移転した時点で収益を認識し
ております。
　なお、輸出取引のうち商品の販売については、当社が代理人に該当すると判断し、他の当事者が提供する
商品と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。
② 床下リフォームサービス
　連結子会社において、床下リフォームサービスを提供しております。当該サービスは短期間で終了する
為、サービスの提供が完了した時点で収益を認識しております。

⑸ その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
① 重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して
おります。なお、在外子会社の資産、負債、収益及び費用は、在外子会社の決算日の直物為替相場により円
貨に換算し、換算差額は、純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めております。
② のれんの償却に関する事項

のれんの償却については、その効果の発現する期間を個別に見積り、20年以内の合理的な年数で均等償却
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することとしております。ただし、のれんの金額が僅少の場合には発生年度に全額償却することとしており
ます。
③ 退職給付に係る会計処理の方法

退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい

ては、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定
の年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することと
しております。

【会計上の見積りに関する注記】
会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計年

度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

商品及び製品の評価

　フマキラーグループの商品及び製品の金額

商品及び製品　10,280百万円

商品及び製品については、期末における正味売却価額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を正味売却価額
まで減額しております。なお、正味売却価額は、売価から販売直接経費を控除して算定しております。

当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際の売価及び販売
直接経費の金額や営業循環過程から外れた滞留又は処分見込み等の商品及び製品の対象が見積りと異なった場
合、翌連結会計年度の連結計算書類において、商品及び製品の金額に重要な影響を与える可能性があります。

のれんを含む資産グループの評価

ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.及びTREZETA IMMOBILIARE S.R.L.（以下、ZAPIグループ）の
のれんを含む固定資産の金額

のれん 338百万円
有形固定資産 1,888百万円
無形固定資産（のれんを除く） 1,257百万円
投資その他の資産（その他）   24百万円

のれんを含む資産グループの評価にあたっては、減損の兆候の有無を判定し、減損の兆候があると認められ
る場合、将来キャッシュ・フローに基づいて減損損失の認識の要否を判定しております。減損の兆候には、継
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⑴ 有形固定資産の減価償却累計額
⑵ 受取手形割引高

26,368百万円
55百万円

⑶ 担保に供している資産および担保に係る債務
      ① 担保に供している資産
          建物および建築物
      ② 担保に供している債務
          1年以内返済長期借入金

911百万円

43百万円

普通株式 16,490,000株

決 議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１ 株当 た り
配 当 額 ( 円 ) 基準日 効力発生日

2025年６月27日
定 時 株 主 総 会 普 通 株 式 362 22 2025年３月31日 2025年６月30日

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2 0 2 6 年 ６ 月 2 6 日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 395 24 2026年３月31日 2026年６月29日

続的な営業赤字、経営環境の著しい悪化、事業計画との乖離等が含まれます。当連結会計年度において減損の
兆候の有無を検討した結果、ZAPIグループに減損の兆候はないと判断しています。

翌連結会計年度以降、のれんを含む資産グループに減損の兆候があると認められ、減損損失の認識の要否判
定の結果、減損損失の認識が必要となった場合、連結計算書類に重要な影響を与える可能性があります。

【連結貸借対照表に関する注記】

【連結株主資本等変動計算書に関する注記】
⑴ 当連結会計年度の末日における発行済株式の総数

⑵ 当連結会計年度に行った剰余金の配当
① 当連結会計年度に行った剰余金の配当

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期になるもの

（注）2026年６月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を上記のとおり提案し
ております。
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連結貸借対照表
計上額 時価 差額

投資有価証券 5,921 5,921 －

区分 連結貸借対照表計上額
非上場株式 150

【金融商品に関する注記】
１. 金融商品の状況に関する事項

⑴ 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については銀行借入による方針

です。なお、デリバティブ取引については、現在利用しておりません。

⑵ 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形、売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに

関しては、当社グループの営業管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な
取引先の信用状況を毎期、把握する体制としています。

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業
の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。

営業債務である支払手形及び買掛金と電子記録債務、並びに未払金は、１年以内の支払期日です。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、金利の変動リスクがありますが、短期

の支払期日のみであります。
なお、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成する等の方法により流動性リスクを管理してい

ます。

２. 金融商品の時価等に関する事項
2026年３月31日（当連結会計年度末日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい

ては、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません。また現金は注
記を省略しており、預金、受取手形、売掛金、電子記録債権、支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借
入金、未払金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。ま
た、１年以内返済予定の長期借入金を含む長期借入金についても、変動金利によるため、短期間で市場金利
を反映しており、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、注記を省略しております。

（単位：百万円）

（注）市場価格のない株式
（単位：百万円）
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区　分
時価

レベル1 レベル2 レベル３ 合計

　投資有価証券
　その他有価証券
　　株式 5,921 - - 5,921

３．金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時

価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産
（単位：百万円）

　（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
　　投資有価証券

上場株式の時価は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、そ
の時価をレベル１の時価に分類しております。
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報告セグメント
その他 合計

日本 東南
アジア 欧州 計

殺 虫 剤 部 門 12,956 33,508 13,672 60,137 3,052 63,189

家 庭 用 品 部 門 2,099 182 － 2,281 － 2,281

園 芸 用 品 部 門 4,162 － － 4,162 － 4,162

防 疫 剤 部 門 1,523 － － 1,523 － 1,523

そ の 他 の 部 門 6,208 － － 6,208 － 6,208

顧客との契約から生じる
収 益 26,951 33,690 13,672 74,314 3,052 77,366

そ の 他 の 収 益 － － － － － －

外 部 顧 客 へ の 売 上 高 26,951 33,690 13,672 74,314 3,052 77,366

【収益認識に関する注記】
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

収益の分解
（単位：百万円）

（注）グループ会社間の内部取引控除後の金額を表示しております。
　　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、インド、メキシコの現地法人の

事業活動を含んでいます。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
殺虫剤部門

当社グループの殺虫剤部門が事業として行っているものは、主として殺虫剤製品の販売であります。
国内及び海外で販売を行っており、当該履行義務は、顧客が約束された資産に対する支配を獲得した時点で

充足すると判断しているため、顧客に物品を納品した時点で収益を認識しております。
当社グループの一部では、商習慣上から返品を受け入れる場合を想定し、過去の返品実績率等を用いて算定

した見積り返品額を売上高から控除しております。また、値引やリベートについても、過去の値引実績率等を
用いて算定した見積り値引額を売上高から控除しております。

これらの変動対価の額は、当該変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点
までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、取引価格に含めております。

さらに、代理人として取引を行っている他社ブランドの殺虫剤製品の販売に関する取引については、取引価
格を、顧客から受け取る対価の額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額により算定しております。
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なお、殺虫剤製品に関する取引の対価は、製品の受け渡し後概ね１ヶ月～２ヶ月以内に受領しており、対価
の金額に重要な金融要素は含まれておりません。

家庭用品部門
当社グループの家庭用品部門が事業として行っているものは、主としてアルコール除菌剤等の家庭用製品の

販売であります。
国内及び海外で販売を行っており、当該履行義務は、顧客が約束された資産に対する支配を獲得した時点で

充足すると判断しているため、顧客に物品を納品した時点で収益を認識しております。
当社グループの一部では、商習慣上から返品を受け入れる場合を想定し、過去の返品実績率等を用いて算定

した見積り返品額を売上高から控除しております。また、値引やリベートについても、過去の値引実績率等を
用いて算定した見積り値引額を売上高から控除しております。

これらの変動対価の額は、当該変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点
までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、取引価格に含めております。

なお、家庭用製品に関する取引の対価は、製品の受け渡し後概ね１ヶ月～２ヶ月以内に受領しており、対価
の金額に重要な金融要素は含まれておりません。

園芸用品部門
当社グループの園芸用品部門が事業として行っているものは、主として除草剤などの園芸用製品の販売であ

ります。
当該履行義務は、顧客が約束された資産に対する支配を獲得した時点で充足すると判断しているため、顧客

に物品を納品した時点で収益を認識しております。
当社グループの一部では、商習慣上から返品を受け入れる場合を想定し、過去の返品実績率等を用いて算定

した見積り返品額を売上高から控除しております。また、値引やリベートについても、過去の値引実績率等を
用いて算定した見積り値引額を売上高から控除しております。

これらの変動対価の額は、当該変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点
までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、取引価格に含めております。

なお、園芸用製品に関する取引の対価は、製品の受け渡し後概ね１ヶ月～２ヶ月以内に受領しており、対価
の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
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当連結会計年度
顧客との契約から生じた債権(期首残高) 　　　　　  18,054百万円
顧客との契約から生じた債権(期末残高) 　　　　　  18,197
契約負債(期首残高) 　　　　　　　135
契約負債(期末残高) 　　　　　　　350

防疫剤部門
当社グループの防疫剤部門が事業として行っているものは、主として防疫剤製品の販売であります。
当該履行義務は、顧客が約束された資産に対する支配を獲得した時点で充足すると判断しているため、顧客

に物品を納品した時点で収益を認識しております。
当社グループの一部では、商習慣上から返品を受け入れる場合を想定し、過去の返品実績率等を用いて算定

した見積り返品額を売上高から控除しております。また、値引やリベートについても、過去の値引実績率等を
用いて算定した見積り値引額を売上高から控除しております。

これらの変動対価の額は、当該変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点
までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、取引価格に含めております。

さらに、代理人として取引を行っている他社ブランドの防疫剤製品の販売に関する取引については、取引価
格を、顧客から受け取る対価の額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額により算定しております。

なお、防疫剤製品に関する取引の対価は、製品の受け渡し後概ね１ヶ月～２ヶ月以内に受領しており、対価
の金額に重要な金融要素は含まれておりません。

その他
当社グループがその他の事業として行っているものは、主として床下リフォームサービスであります。
この内容はシロアリ防除のための役務提供であり、施工主に対してシロアリ防除作業、床下害虫駆除作業等

の床下リフォームサービスを実施する義務を負っています。
当該履行義務は、施工主に対してサービス提供が完了した時点で充足すると判断し、収益を認識しております。
なお、床下リフォームサービスに関する取引の対価は、サービス提供後概ね１ヶ月以内に受領しており、対

価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。

３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
⑴ 顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高等

　連結貸借対照表上、契約負債は流動負債の「その他」に記載されております。契約負債は、主に顧客より
製品代金を事前に送金を受け取ることで製品の販売を行う契約に基づき、顧客から受け取った代金の前受金
に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
　当連結会計年度に認識された収益額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は135百万円でありま
す。
　過去の期間に充足した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益の額に重要性はありません。
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⑴ １株当たり純資産額 1,627円35銭
⑵ １株当たり当期純利益 73円24銭

⑵ 残存履行義務に配分した取引価格
　当社及び連結子会社では、当初に予定される顧客との契約期間が1年以内であるため、残存履行義務に配
分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間の記載を省略しております。

【１株当たり情報に関する注記】

【重要な後発事象に関する注記】
　該当事項はありません。
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（2025年 4 月 1 日から
2026年 3 月31日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資本金
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本 準 備 金 その他資本
剰 余 金

資本剰余金
合 計

利 益
準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金 利益剰余金
合 計別 途 積 立 金 繰 越 利 益

剰 余 金
当 期 首 残 高 3,698 600 4,984 5,585 323 4,620 1,148 6,092
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △362 △362
当 期 純 利 益 888 888
別 途 積 立 金 の 積 立 700 △700 －
自 己 株 式 の 取 得
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 － － － － － 700 △173 526
当 期 末 残 高 3,698 600 4,984 5,585 323 5,320 974 6,618

（単位：百万円）
株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等 純 資 産 合 計自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

当 期 首 残 高 △9 15,366 2,065 2,065 17,432
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △362 △362
当 期 純 利 益 888 888
別 途 積 立 金 の 積 立 － －
自 己 株 式 の 取 得 △0 △0 △0
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 634 634 634

当 期 変 動 額 合 計 △0 525 634 634 1,160
当 期 末 残 高 △10 15,892 2,700 2,700 18,592

株主資本等変動計算書

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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市場価格のない株式等
以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

個 別 注 記 表

【重要な会計方針に係る事項】
⑴ 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券
関係会社株式 移動平均法による原価法
その他有価証券

② 棚卸資産
貯蔵品を除く棚卸資産 総平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）
貯蔵品 最終仕入原価法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法により算定）
⑵ 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法を採用しております。ただし1998年４月１日以降取得の建物（建物
附属設備を除く）ならびに2016年４月１日以降に取得の建物附属設備及び
構築物については、定額法を採用しております。

② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社
内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

③ リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産について、リース
期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

⑶ 引当金の計上基準
① 貸倒引当金 売上債権、貸付債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については、貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討
し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
③ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき計上しております。なお、当事業年度末において
は、年金資産の額が退職給付債務に未認識数理計算上の差異を加減した額を
超えているため、前払年金費用として貸借対照表に計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰
属させる方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数（５年）による定額法により按分した額を、それぞれ発
生の翌事業年度から費用処理することとしております。
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未認識数理計算上の差異の貸借対照表における取扱いが連結貸借対照表と異
なります。

④ 役員退職慰労引当金 役員の退職金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上してお
ります。

⑤ 投資損失引当金 子会社株式等への投資に係る損失に備えて、財政状態及び将来の回復可能性
等を勘案して必要と認められる額を計上しています。

⑥　執行役員退職慰労引当金　執行役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計
上しております。

⑷ 重要な収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充

足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
商品及び製品の販売
　当社においては、主に殺虫剤、家庭用品、園芸用品の製造及び販売を行っております。これらの商品及び
製品の販売については、顧客に商品及び製品を引き渡した時点で収益を認識しております。
（国内販売）
　「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品の出荷時から製
品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であることから、出荷した時点で収益を認識してお
ります。
　なお、防疫剤取引のうち商品の販売については、当社が代理人に該当すると判断し、他の当事者が提供す
る商品と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。
　また、その他取引のうち当社が受託生産を行った製品を生産委託元への販売については、当社が委託先か
ら商品仕入を行った際に、商品と交換に受け取る額から委託先に支払う額を控除した純額を収益として認識
しております。
（輸出取引）
　日本国内からの輸出取引については、主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づき、リスク負担
が顧客に移転した時点で収益を認識しております。
　なお、輸出取引のうち商品の販売については、当社が代理人に該当すると判断し、他の当事者が提供する
商品と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。

⑸ その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
ます。
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⑴ 有形固定資産の減価償却累計額 14,167百万円
⑵ 保証債務

銀行借入金に対する保証債務 FSブルーム株式会社
　　　　　　　　　　　　　 PT. FUMAKILLA NOMOS

115百万円
109百万円

短期金銭債権 3,672百万円
短期金銭債務 484百万円
長期金銭債権 554百万円
長期金銭債務 2百万円

⑷ 受取手形割引高 55百万円

関係会社との取引高
営業取引

売上高 5,541百万円
仕入高 4,813百万円
営業費用 60百万円

営業取引以外の取引高 1,715百万円

【会計上の見積りに関する注記】
会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算

書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

商品及び製品　5,389百万円

商品及び製品については、期末における正味売却価額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を正味売却価
額まで減額しております。なお、正味売却価額は、売価から販売直接経費を控除して算定しております。

当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際の売価及び販
売直接経費の金額や営業循環過程から外れた滞留又は処分見込み等の商品及び製品の対象が見積りと異なった
場合、翌事業年度の計算書類において、商品及び製品の金額に重要な影響を与える可能性があります。

関係会社株式　3,639百万円

ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.及びTREZETA IMMOBILIARE S.R.L.の関係会社株式は超過収益
力を加味して取得しており、その超過収益力を実質価額に反映しています。

経営環境の予期せぬ変化等による経営状況の悪化により、財政状態の悪化や超過収益力の棄損が発生した場
合には、翌事業年度以降の計算書類に重要な影響を与える可能性があります。

【貸借対照表に関する注記】

⑶ 関係会社に対する金銭債権債務

【損益計算書に関する注記】
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株 式 の 種 類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 10千株 0千株 －千株 10千株

賞与引当金 86百万円
返金負債 567百万円
未払値引 76百万円
製品評価損 192百万円
役員退職慰労引当金 134百万円
投資有価証券評価損 29百万円
関係会社株式評価損 131百万円
貸倒引当金 231百万円
長期未払金 149百万円
その他 83百万円
小計 1,681百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △931百万円
繰延税金資産合計 750百万円

返品資産 169百万円
前払年金費用 39百万円
その他有価証券評価差額金 1,199百万円
その他 0百万円
繰延税金負債合計 1,408百万円
繰延税金負債の純額 657百万円

【株主資本等変動計算書に関する注記】
自己株式の数に関する事項

（注）自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

【税効果会計に関する注記】
⑴ 繰延税金資産の発生の主な原因

⑵ 繰延税金負債の発生の主な原因
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種類 会 社 等 の 名 称
議決権等の
所 有 ( 被 所
有)割合(％)

関 係 内 容
取 引 の 内 容 取引金額

（百万円） 科 目 期末残高
（百万円）役 員 の

兼 任 等
関連当事者
と の 関 係

子 会 社 Fumak i l l a  As ia 
S d n .  B h d .

所 有
直 接
1 0 0 . 0 %

２名 役員の兼任 配当金の受取 369 － －

子 会 社 PT. FUMAKILLA
I N D O N E S I A

所 有
直 接
8 0 . 0 ％

２名
技術援助契
約の締結
役員の兼任

配当金の受取 438 － －

技術指導料の
受 取
（ 注 １ ）

359 未 収 入 金 450

子 会 社
F U M A K I L L A 
AMERICA,  S .A . 
D E  C . V .

所 有
直 接
9 9 . 9 ％

３名 当社製品の
販売

製 品 の 販 売
（ 注 １ ） 1,307 売 掛 金 704

子 会 社 Ｆ Ｓ ブ ル ー ム
株 式 会 社

所 有
直 接
1 0 0 . 0 %

４名 資金の貸付
役員の兼任

資金の貸付 280

そ の 他
（流動資産） 280

長 期 貸 付 金 554

貸 倒 引 当 金
（ 流 動 ） 242

貸 倒 引 当 金
（ 固 定 ） 478

受 取 利 息
（ 注 １ ） 2 未 収 入 金 0

関連会社 大 下 産 業
株 式 会 社

所 有
直 接
0 . 2 2 ％
( 被 所 有 )
直 接
3 . 4 1 ％

１名 同社製品の
購入

原 材 料 の
有 償 支 給
（ 注 １ ）

214 未 収 入 金 125

原材料の仕入
（ 注 １ ） 1,378 買 掛 金 288

【関連当事者との取引に関する注記】
子会社及び関連会社等

取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
（注1）取引条件及び取引条件の決定方針等

技術指導料の受取につきましては、技術援助契約を基礎として決定しております。
資金の貸付の受取利息につきましては、市場金利を勘案して決定しております。なお、担保は受け入れて
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種 類
会 社 等 の
名 称
又 は 氏 名

議 決 権 等 の 所 有
（ 被 所 有 ） 割 合

（％）
関 連 当 事 者
と の 関 係

取 引
内 容
（ 注 2 ）

取 引 金 額
（百万円） 科 目 期 末 残 高

（百万円）

役 員 の
近 親 者

大 下 　 俊 明
（ 注 1 ）

被 所 有
直 接
1 . 5 7 ％

前 当 社
代 表 取 締 役

報 酬
の 支 払 44 － －

⑴ １株当たり純資産額 1,128円27銭
⑵ １株当たり当期純利益 53円94銭

おりません。
製品の販売、原材料の有償支給及び仕入につきましては、当社の原価より算出した価格により毎期交渉の
上、決定しております。

役員及び個人主要株主等

（注１）．大下俊明氏は、当社代表取締役社長大下一明の実兄であります。
（注２）．取引条件ないし取引条件の決定方針等

報酬額は、当社会長としての報酬の支払いであり、経営全般に関する相談・助言等に対する対価と
して協議の上、決定しております。

【収益認識に関する注記】
（顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報）

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表「収益認識に関する注記」
に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。

【１株当たり情報に関する注記】

【重要な後発事象に関する注記】
該当事項はありません。
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